
1 1　大気汚染認定審査会の運営

当事業は､ ｢大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例｣ (昭和4 7

年東京都条例第1 1 7号)に基づき､大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支

ぜん息及びその続発症｡. 1 8歳未満は慢性気管支炎､ぜん息性気管支炎､肺気しゆ及びこ

れらの続発症も該当する)にかかった都内在住者に対し医療費を助成し､その者の健康障

害の救済を図ることを目的としており､保健所において認定審査会を行い､東京都が医療

費の助成を行っている｡

認定審査会開催回数　　1 2回:

認定登録状況一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成22年3月31日現在)

区分 �6�霾��B�

年間 剩N度末 実人員 俯餬�¥ｩ>�o2�
慢性気 管支炎 刹C管支ぜ ん息 凾ｺん息性 気管支炎 剩x気しゆ 

申請 僖i.�� 年間 僖�7��年間 僖�7��年間 僖�7��年間 僖�7��

件数 佇��B�僖i.��未実 僖i.��末実 僖i.��末実 僖i.��末実 

件数ー ��ﾈ蹴�件数 ��ﾈ蹴�件数 ��ﾈ蹴�件数 ��ﾈ蹴�

平成14年度 �#途�297 田�B�0 ���297 田���0 釘�0 ���

平成15年度 �33��331 鉄釘�0 ���330 鉄�2�1 ���0 ���

平成16年度 �#���280 鉄���0 ���280 鉄���0 ���0 ���

平成17年度 ��唐�198 鼎3��0 ���198 鼎3��0 ���0 ���

平成18年度 ��S"�152 �33R�0 ���152 �33R�0 ���■0 ���

平成19年度 ��3��139 �#���0 ���139 �#���0 ���0 ���

平成20年度 鼎c��469 鉄ィ�0 ���469 鉄ィ�0 ���0 ���

平成21年度 �33��331 都s��0 ���330 都c��1 ���0 ���

l0-17歳 ���b�106 ��澱��"�0 ���105 ��迭�1 ���0 ���

*　年間の申請･認定件数は､新規と更新の申請･認定を合わせた件数｡

*　認定者の年度末実人員は､認定期間が2年間であること､転出入･失権(更新せず､

他医療給付制度受給)などによって変動することのため年間認定件数と一致しない｡

*　平成20年8月に､東京都は現行の1 8歳以上に対する医療費の助成制度を見直し､

気管支ぜん息にり患した患者の医療費助成を全年齢に拡充した｡なお､慢性気管支炎､

ぜん息性気管支炎及び肺気腫は､引き続き1 8歳未満が対象である｡
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1 2　公害健康被害補償事業

当区は､昭和50年1 2月に公害健康被害の補償等に関する法律による第一種地域に指

定され､大気汚染の影響による健康被害の補償及び保健福祉事業を行ってきた｡この間､

硫黄酸化物等の大気汚染の主たる原因の発生源の規制強化が進められ､その著しい減少を

もたらすという改善が図られたが､時の経過とともに大気汚染の態様が変化し､現在にお

いては､移動発生源である自動車の排出ガス等による窒素酸化物が大半を占めるに至って

いる｡この結果､無過失責任制を取る原因者負担の制度から地域的に指定することの合理

性が失われ､昭和6 3年3月全国的に第-種地域はすべて解除されたが､既被認定者等に

対する補償給付は継続されている｡

補償給付事業と平行しながら､大気汚染が総体として気管支ぜん息･慢性閉塞性肺疾患

に何らかの影響を及ぼしている可能性が否定できない現状を踏まえ､旧第一種地域として

の当区は､総合的な環境保健に関する諸施策を推進し､全区民を対象として､大気汚染の

影響による健康被害の予防と健康の保持増進を図っている｡

(1)補償給付事業

第-種指定地域の解除により新規認定は解除されたが､既被認定者に対しては､当該

認定が有効である間は引き続き補償給付を支給する｡

なお､有効期限内に指定疾病が治癒しない場合は､認定審査会がその更新と障害の程

度の見直しを行う｡

ア　既認定者数

指定疾病及び障害の程度(平成22年3月3 1日現在)　　　　　　(単位:人)

区分 剴ﾁ級 ���ｸ��2級 �8ｸ��級外 佗b�

総数 �0 ���4 ��モ�256 鼎C��

慢性気管支炎 ���0 ���9 釘�13 

気管支ぜん息 ���0 釘�179 �#S"�435 

ぜん息性気管支炎 ���0 ���0 ���0 

肺気しゆ ���0 ���0 ���0 

居住地別人員(平成22年3月31日現在)　　　　(単位:人)

男 傚r�計 

区内在住者■ ��sB�155 �3#��

区外在住者 鼎��70 �����

計 �##2�225 鼎C��
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イ　既認定者数の推移(各年度末現在)

(単位:人)

区分 �16年度 ��yD�7��18年度 ��僖�7��20年度 �#�D�7��

総数 �515 鼎迭�475 鼎c��461 鼎C��

慢性気管支炎 ��2�12 ��"�13 ��2�13 

気管支ぜん息 鼎唐�480 鼎c"�455 鼎C��435 

ぜん息性気管支炎 ���0 ���0 ���0 

肺気しゆ 釘�3 ���0 ���0 

ウ　補償給付の種類と実績(平成22年3月31日現在)

(単位:件､円､ %)

JJ7J, 劍ﾈ��B�給付金額 �:�ﾉ�ﾉNB�
稲付内谷 剔告� ���ﾃ#���295,938,231 �����

療養の給付 佰h･��9|8ｴ�ｭi9�,�*�*�.��i|8,h+ｸ,ﾂ�澱ﾃ�3"�115,076,101 �3ゅヲ�

及び療養費 ��ﾈ,ﾈ�9|9N�,ﾈ迚ZX*"�

障害補償費 ���･�,ﾉ/i7�,��陌�+x.竸(�,ﾈｸｹWB��"ﾃ3コ�154,845,930 鉄"�3"�

遺族補償費 僖i.�,佛x.倡y.壱餬�/�ｴ闖h,h+x.倩��e8,ﾈ�)��,���+x.从ｹWB��3��4,400,400 ��紊��

遺族補償 �)��^(�N�/��8*�.�+�,h*ｨ,X*ｸ.�"����0 ���
一時金 ���*ｨ*(,�*(�ｨﾘx,ﾈｸｹWB�

児.童補償 ��Xﾜ駛)i�,ﾈ�(,X��･�^(�N�,��陌�����0 ���

手当 �+x.从ｹWH,Ywｸ支�(,倡虻ｸ+x.�.�,ﾂ�

療養手当 �,ｨ���?ﾈ��9處9wｸ,冽h+x.傚Hﾆ��,��｢�呵+x.从ｹWB�涛3b�21,615,800 途�3��

葬祭料 僖i.�,佛x.倡y.壱餬�/�ｴ闖h,h+X,H���e8+X+ﾘ,h*ｸ,ﾉ�(ｵhﾆ��,ﾈｸｹWB����0 ���

エ　公害健康被害認定審査会

第-種指定地域解除後も､既被認定者に対する補償給付を継続しているため､認定

の更新と障害程度の見直し等の審査を行う｡

委員構成　　　10名　《医学　7　　法律　2　　行政(医) 1》

平成21年度審査件数:　282件　(開催回数: 12回)

(内　訳)認定の更新　　　　　　　　　　　　　10件

認定の更新及び障害程度の見直し　1 12件

障害程度の見直し　　　　　　　　1 59件

遺族補償給付関係　　　　　　　　　　　1件

異議申立　　　　　　　　　　　　　　　　o件

オ　公害医療機関

公害医療機関とは､法による被認定者の医療の給付を取り扱うもので､特に都道府

県知事に対しその辞退を申し出たものを除き､健保医療機関及び保険薬局､国保療養
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取扱機関､生保指定医療機関並びに総理府令で定める病院･診療所をいう｡

当区における公害医療機関のうち､医学的検査委託機関は次のとおりである｡

①財団法人　ライフエクステンション研究所付属永寿総合病院

②社会福祉法人　浅草寺病院

(2)公害保健福祉事業

公害によって損なわれた健康の回復とその保持･増進を図り､被認定者の福祉の向上

と指定疾病による被害を防止する｡

ア　リハビリテーション事業

講演会や機能回復訓練指導を通じて疾病の悪化を予防し､発作の軽減･肺機能の向

上を目的として行うものである｡

平成2 1年度は､講演会及び食事療養教室を各1回開催する予定でいたが､新型イ

ンフルエンザが流行したため､中止にした｡

イ　家庭療養指導事業

被認定患者の家庭訪問や所内面接を通して､保健師による日常生宿-の助言や家庭

療養に対する援助を行う｡病状については､現状の維持と悪化の予防を図り､自己管

理の方法を会得させる｡

①　家庭訪問(延人数)

(単位:件)

区分 剴ﾁ級 ��ｸ��2級 �8ｸ��級外 佗b�

総数 �0 ���2 ���R�4 ��#��

慢性気管支炎 ���0 ���9 ���9 

気管支ぜん息 ���0 �"�106 釘�112 

ぜん息性素管支炎 ���0 ���0 ���0 

肺気しゆ ���0 ���0 ���0 

②　所内面接(延人数)

認定更新申請前病状観察等　　4 0 5件

予防相談等　　　　　　　　　　　3 74件

電話相談等　　　　　　　　　　　2 1 7件

ウ　インフルエンザ予防接種費用助成

6 5歳以上の被認定者に対し､予防接種法に基づくインフルエンザ予防接種の自

己負担分を助成し､健康の保持を図る｡

助成件数　　　　　　　　　3 5件
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(3)健康被害予防事業

汚染原因者の社会的責任を踏まえ､既認定者のみに対する旧制度を補完し､大気汚染

に関する健康被害の発現の予防をより効果あるものとするため広く地域全体の人口集

団を対象とする｡気管支ぜん息･慢性閉塞性肺疾患に関する予防から回復までの総合的

な環境保健事業に係る一連の施策の中で､事業の内容によって公害保健福祉事業と類似

するものは､両事業を統合実施することにより､その効率化を図っている｡

ア　健康相談事業

区民全体を対象に､専門医､保健師がアレルギー性疾患･慢性閉塞性肺疾患等に関

する相談及び指導を行うことにより､当該疾病の予防並びに当該疾患に係る患者の健

康の回復､保持及び増進に関する知識の普及及び意識の向上を図る｡被認定者でなく

なった制度離脱者に対するフォローアップも含む｡

(∋専門医による相談

実　施　日:　年6回　偶数月　第4木曜日

実施場所:　台東保健所　会議室

担　当　医:　新橋アレルギー･リウマチクリニック小児科　十字　文子

相談件数:　23件　〔内訳:小児科7件､内科(成人)16件〕

相談実績(延件数)

相談内容 剏署� 

生活について ��hｨ�,ﾈﾔ姥b�10 
食事について ��"�

室内環境 ����

タバコ �"�

治療に関すること 俾�|9d��13 

･薬の使い方 ��R�

副作用 �2�

検査 釘�

症状に関すること 價ﾘﾞﾂﾘ,ﾉ�陌��2 
かゆみ �2�

悪化不安 途�

その他の症状 �"�

病気に関すること �&ﾘ��7 
予後 �2�

その他のこと �9|8ｴ�ｭb�7 精神的対応 �2�

予防接種 ���
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②保健師による相談

実施　日:年47回　　毎週木曜日

実施場所:台東保健所

担　　当:保健師

相談件数:52件

イ　機能訓練事業

①　水泳訓練教室

医師による健康管理のもと､水泳指導員の指導により水泳を通じて心身の鍛錬

を行い､当該児童の健康の回復､保持及び増進を図ることを目的とする｡

実施場所:台東区立社会教育センター　清島温水プール

実施期間:平成21年4月～6月開催

実施回数9回(プール指導は7回)

*10月～12月も開催を予定していたが､新型インフル

エンザの流行のため､中止にした｡

対　象　者:区内在住の小･中学生で､次のいずれかに該当するもの｡

･ ｢東京都大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成

に関する条例｣の認定を受けている者

･現在気管支ぜん息やぜん息性気管支炎の症状のある者

参　加　者:延　312名(プール指導は228人)

②　ぜん息児親子音楽療法教室

医師の講演･個別相談によるぜん息･アレルギーについての知識普及と､音楽

療法士･理学療法士の指導により親子で楽しみながら腹式呼吸法を体得するとと

もに心身の安定を図ることを目的とする｡

実施内容:

平成21年5月29日　音楽療法士による呼吸法(台東保育園)

7月　3日　小児アレルギー医師による講演会(保健所)

7月　8日　音楽療法士による呼吸法(浅草橋保育園)

9月　8日　中医師による家庭でできる漢方(保健所)

平成22年1月28日　音楽療法士による呼吸法(坂本保育園)

対　象　者:区内在住の3歳～小学2年生までのぜん息児とその保護者

以下　水泳教室と同じ

参　加　者: 90名

③　ぜん息児サマーキャンプ

高原の空気がきれいな自然環境において､医師･看護師による健康管理のもと

生活指導員のサポートで自律訓練指導や療養生活上の指導を行う｡ぜん息の勉強

会で正しい知識の習得と服薬の自己管理を目指す｡また､理学療法士の指導によ

り腹式呼吸法を体得させ､当該児童の健康の回復､保持及び増進を図ることを目

的とする｡
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実施場所: ｢国立赤城青少年交流の家｣ (群馬県)

実施期間:平成21年8月21日～24日(3泊4日)

対　象　者:区内在住の小学3年生～中学3年生までの児童生徒

以下　水泳教室と同じ

参　加　者: 39名
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